
　

公
共
下
水
道
や
農
業
集
落
排
水
に
接
続

す
る
場
合
は
、
必
ず
田
原
市
排
水
設
備
指

定
工
事
店
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▪
新
規
追
加

◦
伊
藤
鉄
工
所

☎
37
局
０
１
８
２

▼
下
水
道
課　

☎
23
局
３
５
２
５　

22
局
３
１
８
４

▼
下
水
道
課
（
渥
美
支
所
内
）

☎
33
局
１
１
１
３　

32
局
２
５
０
６

　

下
水
道
を
使
え
る
区
域
が
次
の
と
お
り

拡
大
し
ま
し
た
。
今
回
、
新
た
に
使
え
る

よ
う
に
な
っ
た
方
や
、
す
で
に
使
え
る
区

域
で
ま
だ
接
続
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、

快
適
な
生
活
環
境
の
実
現
の
た
め
、
接
続

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
接
続
工
事
は
市
指
定
の
排
水
設

備
指
定
工
事
店
が
行
い
ま
す
の
で
、
直
接

工
事
店
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▼
拡
大
区
域
＝
豊
島
地
区
の
一
部
（
公
共

下
水
道
）、
保
美
・
中
山
地
区
の
一
部
（
公

共
下
水
道
）、
江
比
間
・
伊
川
津
・
石
神

地
区
の
一
部
（
農
業
集
落
排
水
）　

▼
供
用
開
始
日
＝
３
月
31
日
（
日
）　

る
証
明
が
必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
）

▼
申
請
期
限
＝
５
月
24
日
（
金
）　

▼
税
務
課

☎
23
局
３
５
１
０　

23
局
０
１
８
０

　

固
定
資
産
税
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
土

地
と
家
屋
の
評
価
に
つ
い
て
、
５
月
中
旬
に

発
送
す
る
固
定
資
産
税
の
納
税
通
知
書
と

併
せ
て
、
お
持
ち
の
土
地
と
家
屋
の
課
税
明

細
書
を
郵
送
し
ま
す
。
内
容
を
確
認
の
う

え
、不
明
な
点
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
税
務
課

☎
23
局
３
５
１
０　

23
局
０
１
８
０

▪
仮
徴
収
分
の
納
税
通
知
書
の
送
付

▪
普
通
徴
収
の
方

　

第
１
・
２
期
分
の
納
税
通
知
書
を
、
４

月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。
第
１
・
２
期
分

の
納
付
額
は
、
前
年
の
所
得
額
な
ど
が
確

定
し
て
い
な
い
た
め
、
暫
定
の
額
を
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
。
暫
定
の
額
は
、
前
年

度
（
平
成
24
年
度
）
の
国
民
健
康
保
険
税

の
そ
れ
ぞ
れ
８
分
の
１
の
額
と
な
り
ま

す
。
４
月
２
日
以
降
に
国
民
健
康
保
険
に

加
入
さ
れ
た
場
合
は
、
第
３
期
（
８
月
）

に
納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

▪
特
別
徴
収
の
方

　

４
月
期
・
６
月
期
・
８
月
期
分
の
特
別

徴
収
開
始
通
知
書
を
、
４
月
上
旬
に
送
付

し
ま
す
。
各
月
分
の
納
付
額
は
、
前
年
の

所
得
額
な
ど
が
確
定
し
て
い
な
い
た
め
、

暫
定
の
税
額
と
な
り
ま
す
。暫
定
の
額
は
、

２
月
期
と
同
額
に
な
り
ま
す
。

▪
年
税
額
の
通
知

　

年
税
額
は
７
月
に
算
定
（
本
算
定
）
し
、

８
月
に
通
知
し
ま
す
。
各
納
期
の
税
額
は

表
の
と
お
り
で
す
。

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
２
１
４
９　

23
局
０
１
８
０

　

身
体
ま
た
は
精

神
に
障
害
の
あ
る

方
が
軽
自
動
車
を

所
有
し
て
い
る
場

合
、
障
害
の
程
度

に
よ
り
軽
自
動
車

税
が
減
免
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
を
受
け
る
た
め
に
は
手
続
き

が
必
要
で
す
の
で
、
対
象
と
な
る
方
は
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
＝
①
障
害
の
あ
る
方
が
運
転
す
る

場
合
②
障
害
の
あ
る
方
と
生
計
を
と
も
に

し
て
い
る
方
が
運
転
す
る
場
合
③
障
害
の

あ
る
方
の
み
の
世
帯
の
た
め
、
常
時
介
護

者
が
運
転
す
る
場
合
（
常
時
介
護
者
で
あ

▼
そ
の
他
＝
対
象
世
帯
に
は
通
知
ま
た
は

回
覧
で
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
が
、
不
明

な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

▼
下
水
道
課　

☎
23
局
３
５
２
５　

22
局
３
１
８
４

▼
下
水
道
課
（
渥
美
支
所
内
）

☎
33
局
１
１
１
３　

32
局
２
５
０
６

■普通徴収

■特別徴収

※納付については口座振替が便利です。ぜひご利用ください

納期
第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期
４月 ６月 ８月 ９月 10月 11月 12月 ２月

算定額
前年度の国保
税額のそれぞ
れ1/8の税額

年税額から第１期・第２期の税額を差し引い
た残額の各納期それぞれ1/6の税額

納期 ４月期 ６月期 ８月期 10月期 12月期 ２月期

算定額 前年度の２月期と同額
年税額から４月・６月・８月期
の税額を差し引いた残額の各
納期それぞれ1/3の税額

軽
自
動
車
税
の
減
免
制
度

国
民
健
康
保
険
税

固
定
資
産
税

課
税
明
細
書
の
送
付

排
水
設
備
指
定
工
事
店
の

新
規
追
加

下
水
道
接
続
に
ご
協
力
を
！

平成25 年4月1日 　  　　　　　　　　│ 20 │


